
参考様式第３０及び参考様式第３３の別添３

★ Ｄ 17 - 8 - 1

※ 全体事業期間を通じてのすべての事業費を記載してください。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

　東日本大震災において、津波により壊滅的な被害を被った鍬ヶ崎・光岸地地区では、区
画整理事業により、道路や公園等の基盤施設の整備を実施し、安全で安心して暮らせる市
街地を形成する計画となっている。
　本事業は、地区内の宅地に残存し撤去の必要のある建築物基礎・アスファルト舗装・廃
棄物混合土・Ｕ字溝・石積み・コンクリート土留め等のがれきを除去・撤去を実施するこ
とにより、区画整理事業の早期着工に資するものである。今回は撤去数量の見直しを行
い、H28年度業務に必要な事業費を申請するものである。

　本工事費
　
　既提出（Ｈ25分）　　　188,000千円（Ｈ25..提出・Ｈ25..回答）
　
  前々回提出（Ｈ26分）　400,000千円

　前回提出（Ｈ28分）　　245,000千円

　計　　　　　　　　　　833,000千円

　★今回提出（H28分）　　79,000千円

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号

要綱上の
事業名称

（７）市街地整備事業予定地区のがれき除去・撤去事業

細要素事業名 鍬ヶ崎光岸地地区がれき除去・撤去事業

全体事業費 912,000千円



参考様式第30及び参考様式第33の別添３

★ Ｄ 17 - 8 - 7

　　この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添２に記載した細要素事業ごとに

　　作成してください。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

全体事業費 5,500千円

　平成２３年７月、第二中学校グラウンドの大部分を仮設住宅（96戸、完成7/22）の用に供
するため、至近の市有地に仮設グラウンドを整備した。
　平成２７年６月、宮古市応急仮設住宅の撤去・集約化計画が策定され、第二中学校グラウ
ンドの仮設住宅は平成２８年１０～平成２９年２月に撤去予定である。
　今後、第二中学校グラウンドの利用が再開された後、第二中学校仮設グラウンドで不用と
なるトイレ、水飲み場、倉庫等の設備を撤去する。（盛土については、そのまま活用できる
ことから撤去しない。）
　なお、一般財源により整備したものであり、撤去時の制限はない。

【基幹事業との関連】
　宮古第二中学校グラウンドに建設した応急仮設住宅は、恒久住宅に移行するまでの仮住ま
いとして、近隣の鍬ヶ崎地区の被災者を中心に供用されていたところである。
　鍬ヶ崎地区では、区画整理事業の進捗や災害公営住宅の完成により、被災された方の再建
が進んでおり、平成２８年度中の応急仮設住宅の撤去が示されたことから、グラウンド復旧
後、不用となった仮設グラウンドを本事業により解体撤去し、被災地区に暮らす生徒の教育
環境を被災前の水準に戻すことにより、被災地区の復興を推進しようとするもの。

（参考）
　・平成23年度　仮設グラウンド施設整備費合計　　24,123,750円
　（土工16,515,450円、建築 4,599,000円、機械設備1,711,500円、電気設備1,297,800円）

（今回提出分）
　平成29年度　　　5,500千円（仮設グラウンド設備撤去費）

　

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号

要綱上の
事業名称

（16）学校就学環境整備事業

細要素事業名 第二中学校仮設グラウンド設備撤去事業


